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産業廃棄物処理施設等の立地等に関する基準 

 

第１ 趣旨 

福島市産業廃棄物処理指導要綱（以下「指導要綱」という。）第１０条第３項及び第

１２条第３項の規定による産業廃棄物処理施設等の立地等に関する基準を定めるもの

とする。 

 

第２ 定義 

この基準における用語の意義は、指導要綱第２条に定めるところによる。 

 

第３ 産業廃棄物処理施設等の立地等に関する基準 

最終処分場（水面埋立処分を除く。）及び中間処理施設（以下「処理施設」という。）

の立地等に関する基準は、次のとおりとする。 

１ 立地環境 

（１）飲料水の水源及び取水位置が直下流にある地域を避けること。 

（２）計画地及びその周辺地域が地滑り、土砂崩れ、洪水等過去に災害が発生した地域を

避けること。 

（３）次に掲げる自然環境の保全を図る必要のある区域等を含まないこと。 

ア 自然公園特別地域（自然公園法（昭和３２年法律第１６１号。以下同じ。）、福島

県立自然公園条例（昭和３３年福島県条例第２３号。以下同じ。）） 

イ 自然環境保全地域特別地区（福島県自然環境保全条例（昭和４７年福島県条例第

５５号。以下同じ。）） 

ウ 鳥獣保護区特別保護地区（鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法

律（平成１４年法律第８８号。以下同じ。）） 

エ 風致地区（都市計画法（昭和４３年法律第１００号）） 

オ 第一種緑地環境保全地域（福島県自然環境保全条例） 

（４）次に掲げる地域等を原則として含まないこと。 

ア 自然公園普通地域（自然公園法、福島県立自然公園条例） 

イ 自然環境保全地域普通地区（福島県自然環境保全条例） 

ウ 鳥獣保護区（鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律） 

エ 第二種緑地環境保全地域（福島県自然環境保全条例） 

（５）次に掲げる災害防止等のために保全を図る必要のある区域等を含まないこと。 

ア 保安林及び保安林予定森林並びに保安施設地区及び保安施設地区予定森林（森

林法（昭和２６年法律第２４９号）） 

イ 河川区域（河川法（昭和３９年法律第１６７号）） 
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ウ 砂防指定地（砂防法（明治３０年法律第２９号）） 

エ 急傾斜地崩壊危険区域（急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４

４年法律第５７号）） 

オ 地すべり防止区域（地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）） 

（６）国土利用計画法（昭和４９年法律第９２号）で定める土地利用基本計画に適合して

いること。 

（７）公共・公益施設の用地として土地利用計画がある区域を原則として含まないこと。 

（８）文化財保護を図る必要のある場所を原則として含まないこと。 

（９）市町村農業振興地域整備計画の農用地利用計画において、農用地区域と指定されて

いる土地を原則として含まないこと。 

（１０）市街化調整区域を原則として含まないこと。 

（１１）住宅地域、学校、病院等の公共施設に近接していないこと。 

（１２）の１ 処理施設のうち焼却施設にあっては、施設の周辺の大気環境中のダイオキ

シン類濃度が、大気環境基準（０．６ｐｇ－ＴＥＱ／ｍ３）を超えていないことを調

査し、その計画により設置される施設から排出されるダイオキシン類により、大気環

境基準の確保が困難にならないこと。なお、この場合、周辺に同様の計画が明らかに

なっている場合においては、その計画により設置される施設から排出されるダイオ

キシン類も含めて評価すること。 

（１２）の２ 処理施設のうち最終処分場にあっては、施設から放流される水域のダイオ

キシン類濃度が、水質環境基準（１ｐｇ－ＴＥＱ／ｌ）を超えていないことを調査し、

その計画により設置される施設から排出されるダイオキシン類により、水質環境基

準の確保が困難にならないこと。なお、この場合、周辺に同様の計画が明らかになっ

ている場合においては、その計画により設置される施設から排出されるダイオキシ

ン類も含めて評価すること。 

（１３）その他市長が処理施設に係る土地として不適当と認める場所を含まないこと。 

２ 土地の使用権原 

（１）処理施設に係る土地が借地の場合は、当該土地の使用権原を有し、かつ、処分する

産業廃棄物の種類、処分方法、跡地利用等の条件その他必要な事項について、土地所

有者の承諾を得ていること。 

（２）処理施設の設置予定地までの搬入道路（公道を除く。）の管理者から、当該処理施

設に出入りする車両の通行について承諾を得ていること。 

３ 地域住民等の同意 

地域住民等に処理施設の設置に係る事業計画その他必要な事項について説明し、処

理施設に係る土地に隣接する土地の所有者、当該処理施設の設置に伴い影響を与える

おそれのある範囲の周辺居住者、搬入道路周辺の居住者並びに下流域の水利権者、漁業

権者及び水路管理者その他関係者の同意を得ているとともに必要に応じて地区代表者
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の同意を得ていること。 

４ 隣接市町村長等との環境保全に関する協定 

隣接市町村長（市の境界付近において処理施設の設置又は変更を計画する場合に限

る。）又は地域住民等から環境保全に関する協定の締結を求められた場合には、これに

応じること。 

５ 処理施設への搬入道路 

（１）道路幅員は、大型車両の通行に支障がないように確保されていること。 

（２）その他必要に応じて関係機関の指導を受け、使用道路の選定、拡幅若しくは補修、

安全施設等の整備を行うこと。 

６ 関係法令の規制 

当該処理施設の設置予定地又は関連する構造物等が関係法令の規制を受ける場合に

は、関係法令による許可等が得られるものであること。 

７ 跡地利用 

最終処分場の跡地については、環境汚染及び災害防止に留意しつつ、植樹等により緑

化するほか当該地域の土地利用計画等を勘案した跡地利用計画が策定されていること。 

 

第４ 環境影響調査 

指導要綱第１１条第２項に規定する環境影響調査書は、以下に示す環境影響調査項

目について、現況把握、予測、評価及び環境保全対策の検討結果に基づき作成すること。

ただし、産業廃棄物処理施設等の種類、規模、設置場所等の諸条件に応じ、環境影響調

査項目の一部を市長と協議の上省略することができる。 

１ 環境影響調査項目 

（１）大気汚染 

（２）水質汚濁 

（３）騒音 

（４）振動 

（５）悪臭 

２ 現況把握 

現況把握は、対象事業の実施が予定されている地域及びその周辺地域における環境

影響調査項目の現況、及び予測に必要な自然的、社会的条件の現況を把握することを目

的として、既存の文献及び資料により行うこととし、必要に応じて、現地調査によりこ

れを補うこと。 

３ 予測 

予測は、対象事業の実施が環境に及ぼす影響の内容と程度を明らかにすることによ

り行うこと。 
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４ 評価 

評価は、現況把握及び予測の結果を踏まえ、対象事業の実施が環境に及ぼす影響につ

いて、環境保全目標に照らし事業者の見解を明らかにすることにより行うこと。 

５ 環境保全対策の検討 

評価の結果、必要がある場合には、環境保全のための措置について検討を行い、当該

検討の結果に応じて再度予測又は評価を行うこと。 

６ 環境影響調査の手法 

現況把握、予測及び評価は、廃棄物処理施設生活環境影響調査指針（平成１８年９月

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部）に規定する手法に基づき行うこと。 

 

附則 

 この基準は、平成３０年４月１日から施行する。 


